
 

本町松下線築造工事に係る契約事務等に関する調査チーム設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 本町松下線築造工事（「その１」及び「その２」工事）について、工期及び工事費の大幅な変更が見込まれることか

ら、契約事務等の執行等に関する調査検証を行うことを目的として、本町松下線築造工事に係る契約事務等に関する調査チ

ーム（以下「調査チーム」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 調査チームは、第１条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 本町松下線築造工事に係る契約事務等の執行等に関する調査検証 

(２) 前号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項 

（調査の説明及び協力） 

第３条 調査チーム又はその指示を受けた職員は、調査に必要な資料の提出及び説明を求めることができ、その場合、関係す

る部課局の長は調査に協力しなくてはならない。 

（調査チームの構成員） 

第４条 調査チームの構成員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 副市長  

(２) 理事 

(３) 企画財政部長 

(４) 総務部長  

(５) 法制文書課参事（法務専門官） 

（調査チーム長及び副調査チーム長） 

第５条 調査チームに、調査チーム長及び副調査チーム長各１人を置く。 

２ 調査チーム長は前条第１号に掲げる者を、副調査チーム長は同条第２号に掲げる者をもって充てる。 

３ 調査チーム長は、調査チームを代表し、会務を総理する。 



 

４ 副調査チーム長は、調査チーム長を補佐し、調査チーム長に事故があるとき又は調査チーム長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（庶務） 

第６条 調査チームの庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調査チームの運営について必要な事項は、調査チーム長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年９月６日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

 


